
 
 

 

 

 

 令和 2年 12月 11日、年末・年始の労働災害の発

生を防止するため、東北６県の労働局が一斉に建設

現場の公開パトロールを実施しました。 

宮城県内では、「建設工事関係者ゼロ災推進連絡

会議」のメンバーを代表して、毛利宮城労働局長、

西村健康安全課長、田村仙台労働基準監督署長、当

支部から千葉支部長等が参加しました。 

公開パトロールの現場は、仙台市泉区の大成建設

(株)東北支店が施工する大規模住宅団地造成工事現

場で、西岡常務執行役員東北支店長や出羽現場所長

にご案内をいただきました。 

毛利労働局長からは、重機災害防止対策やコロナ

感染症対策等徹底されていることを高く評価したう

え、厳寒期で作業条件も厳しくなるので、転倒災害

や交通事故防止への取組も一層強化願いたい旨お話がありました。 

 

 

 

 

令和 2年 12月 26日、県内の道路拡張工事にて、移動式クレーンによりコンクリート擁壁

を荷受け作業中、擁壁が転倒し、作業員が挟まれ死亡する事故が発生しました。 

事故の詳細は調査中ですが、宮城労働局労働基準部健康安全課長より、 

「今回の痛ましい災害を踏まえ、安全衛生意識を改めて引き締めいただくとともに、年始の

朝礼等におきましては、一つ一つの作業を丁寧に行うことなど、しっかりと安全モードにス

イッチを切り替えて、新たに始まる１年を安全と健康を第一に作業を進めることを、働くす

べての方々に徹底していただきたい」旨緊急メッセージをいただきました。 

会員各位におかれましては、仕事始めの訓示等の機会を活用して、職員・作業員の皆様へ

の伝達方徹底をお願いいたします。（事故の概要は災害速報をごらんください。） 

 

年末公開安全衛生パトロールが実施されました！ 

死亡災害発生に伴う緊急メッセージ 
宮城労働局労働基準部健康安全課長 

 

緊急 

毛利局長 千葉支部長

局長 

1月 12日 安全祈願祭・安全衛生推進大会に御参加の皆様へ 

 当日は、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期したうえ、実施を予定しておりますが、宮

城県または仙台市に対して「緊急事態宣言」が発出された場合等状況が著しく悪化した際は、

急遽中止する場合もあります。当支部ホームページ等で御確認ください。 



 

 

 

 

 

 

既に報道されているとおり、ホームセンター等で販売されていたバスマット及びコースター

に、石綿が、その重量の 0.1％を超えて含有している事案が把握されています。 

平成 18(2006)年 9月 1日以降は石綿含有率が 0.1％を超えるものは、製造・使用等が禁止さ

れている石綿製品と扱うこととされており、製品安全データシート等に記載されていなくと

も、材料の製造年等によっては石綿が含まれている場合があります。在庫として所有している

工業製品や原材料について、可能性のあるものは、石綿含有率を御確認下さい。石綿が重量の

0.1％を越えている製品と確認された場合は、直ちに出荷・使用を停止するとともに、所轄労

働基準監督署に報告の上、流通している製品の回収が必要となります。詳しくは厚生労働省、

宮城労働局などのホームページを参照してください。 

石綿含有製品等の取扱い禁止の徹底を 
～石綿含有製品を製造・輸入・譲渡・提供・使用の禁止徹底について 

 

労働局通知 

今後の石綿取扱い規制の強化を踏まえ、 

石綿作業主任者技能講習を令和 3 年 4月から開始します。 

   

お知らせ 


